
福祉用具貸与 重要事項説明書 
 

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定福祉用具貸与サービスに

ついて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わ

からないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居

宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年大阪府条

例第 115号）」第 8条の規定に基づき、指定福祉用具貸与サービス提供契約締結に際

して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 指定福祉用具貸与サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 ハッピーケアセンター 

代 表 者 氏 名 代表取締役 中島 晃詳 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

大阪府岸和田市箕土路町２丁目１３番３０号 

（電話 072-445-4070・ﾌｧｯｸｽ番号 072-445-4071） 

法人設立年月日 平成８年５月２日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 ハッピーケアセンター 

介 護 保 険 指 定 

事 業 者 番 号 
 大阪府指定  （２７７１１０２３１２） 

事 業 所 所 在 地 大阪府岸和田市箕土路町２丁目１３番３０号 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 

（電話 072-445-4070・ﾌｧｯｸｽ番号 072-445-4071） 

【相談担当者:石渡 薫】 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
（岸和田市、和泉市、堺市、貝塚市、泉大津市） 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 

指定福祉用具貸与事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び

運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態の利

用者に対し、適切な指定福祉用具貸与を提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことが出来るよう、利用者の心身の状況・希望及びその

置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助・取付

け・調整等を行い、特定福祉用具を貸与することにより利用者の日常生

活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。

前項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サ

ービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年

大阪府条例第 115 号）」に定める内容を遵守し、事業を実施するものと

する。 

 

 

 



(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4)事業所の職員体制 

管理者 石渡 薫 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管

理

者 

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行います。 

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行いま

す。  

常 勤 １名 

福
祉
用
具
専
門
相
談
員 

1 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、

福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識

に基づき相談に応じます。 

2 目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関

する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ます。 

3 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行いま

す。 

4 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該

福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した

文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用

者に実際に当該福祉用具を使用していただきながら使用方法の指導

を行います。 

5 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認

し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行います。 

6 福祉用具貸与計画に記載した時期（少なくとも６月以内１回）にモニ

タリングを行い、居宅サービスの提供状況について、居宅介護支援事

業者に報告を行います。 

7 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されると

ともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、少なくとも６月に

１回その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が

居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとし

ます。 

8 福祉用具専門相談員は、業務の状況により増減することがあります。 

常 勤 ３名 

 

非常勤 ０名 

事
務
職
員 

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 

常 勤 １名 

 

非常勤  名 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 一部の福祉用具【固定用スロープ・歩行器（歩行車を除く）・単点杖（松葉杖を除く）及び

多点杖】についてはレンタルか購入を選択できます。 

レンタルのメリット：①利用期間にもよりますが費用を抑えられます。 

          ②利用者の状態の変化に合わせて福祉用具を変更できます。 

          ③定期的に点検やメンテナンスを事業所が行います。 

営 業 日 月曜日から金曜日 

営 業 時 間 午前９時から午後６時 

休      日 土日祝及び１２月３０日から１月３日 



          ④不必要になった際に返却するだけなので処分の手間がありません。 

 

    デメリット：①要介護認定を受けていないと利用できません。 

          ②使える品目に限りがあります。 

          ③新品でないことが多いです。 

          ④長期間貸与すると購入より費用負担が多くなることがあります。 

購入のメリット：①所有物になるため気兼ねなく使えます。 

        ②好みの色やデザイン等を選べます。 

        ③長期間利用する場合はレンタルよりも費用負担が少なくなります。 

   

デメリット：①利用者の状態の変化によって買い替える必要があります。 

      ②メンテナンスが必要な際に費用が掛かります。 

      ③定期的な点検等はなく、必要な時はご依頼が必要となります。 

      ④不必要になった際に処分に困る場合があります。 

 

(2) 福祉用具貸与の種目、品名及び利用料及び利用者負担額（介護保険を適用する場合の１割

負担の方）について ※一定以上の所得のある方は２割又は３割負担の額となります。 

種    目 品    名 
利用料 

（月額） 

利用者 

負担額 

（月額） 

車いす※ Gra-Fit エグゼ 5000円 500円 

車いす付属品※ アルファプラ Fクッション 2000円 200円 

特殊寝台※ AURA（クオラ）２モーター・木ボード 6900円 690円 

特殊寝台付属品※ エバーフィット C3 ドライ 3000円 300円 

床ずれ防止用具※ ここちあ利楽 清拭タイプ 7500円 750円 

体位変換器※ バナナフィット 3000円 300円 

手すり たちあっぷ 3000円 300円 

スロープ ケアスロープ  7000円 700円 

歩行器 アルコーウィットーT 抵抗器付  3000円  300円 

歩行補助つえ SOFT-Gカーボン４点杖  1000円  100円 

徘徊感知機器※ 家族コール４ 7000円  700円 

移動用リフト（つり具の部

分を除く）※ 
つるべーBセット  17000円  1700円 

 

要介護１の利用者については、※印の福祉用具を貸与できません。また、要介護１から要介

護３の利用者については、自動排泄処理装置（交換可能部品を除く。）を貸与できません。 

ただし、上記について別に厚生労働大臣が定める状態にある者は除かれます。 

固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖に関しては、 

福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できる対象種目です。 

 



※虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定

期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止

のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するた

めの担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記の金額の 99/100となります。 

 

※業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続

計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、

上記金額の 99/100となります。 

 

(3) 福祉用具専門相談員の禁止行為 

福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑦ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行

為 

 

(4) 提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について 
 

※ 貸与の開始月と中止月が同一であり、かつ貸与期間が１か月に満たない場合の利用料は

月額レンタル料を全額とします。 

※ 貸与の開始月と中止月が異なり、かつ貸与期間が１か月に満たない場合の利用料は半月

単位での計算となります。 

※ （利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額

をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、

｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除

く）申請を行ってください。 
 
 

４ その他の費用について 

① 交通費  

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定め

に基づき、交通費の実費を請求いたします。 
なお、自動車を使用した場合は、一律 1000円を請求いたします。 

② 特別搬出入費  

福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合（階段やエレベーターによる
ことが困難でクレーンを使用するなど）は、運営規程の定めに基づき、
その措置に要する費用を請求いたします。 
なお、通常の搬出入の場合は、費用請求はいたしません。 

 
 

５ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）、その他の費用の請求及び支払い方法

について 



① 利用料、利用者負担額
（介護保険を適用する
場合）、その他の費用の
請求方法等  

ア 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）、及びそ
の他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごと
の合計金額により請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えてお渡しします。  

② 利用料、利用者負担額
（介護保険を適用する
場合）、その他の費用の
支払い方法等 

 

ア 行われたサービス提供と請求書の内容を照合のうえ、請求月の
月末までに現金にてお支払い下さい。尚、お振込みを希望され
るようであれば事前にお申し出ください。 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領
収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促

から 14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分

をお支払いいただくことがあります。 

 

６ サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住

所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅く

とも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必

要な援助を行うものとします。 

（3） 福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事

業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配

慮を行ないます。 

（4） 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は

特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者に対し、メリ

ット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たっ

て必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況を踏まえ、提

案を行うものとします。 

（5） 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービ

ス計画の内容に沿って作成します。 

（6） 福祉用具貸与計画の作成にあたり、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得ます。 

（7） 福祉用具貸与計画は、利用者に交付します。 

（8） 福祉用具貸与計画の作成後、福祉用具貸与計画に記載した時期（少なくとも６月以内１

回）にモニタリングを行い、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画

の変更を行います。 

（9） 暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信

頼関係を築くためにもご協力をお願いいたします。 

 



７ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 小林 正明 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に

周知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 成年後見制度の利用を支援します。 

（5） 苦情解決体制を整備しています。 

（6） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。  

（7） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。    

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について  

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報

の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切

な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」とい

う。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及

びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし

ません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約

が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び

従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族の個人

情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報

が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

録を含む。）については、善良な管理者の注意を

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示



に際して複写料などが必要な場合は利用者の負

担となります。) 

 

９ 事故発生等、緊急時の対応方法について 

利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家

族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険名    賠償責任保険 

保障の概要  対人・対物共に各１億円 

 

10 身分証携行義務 

福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族

から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

11 心身の状況の把握 

指定福祉用具貸与の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

12 居宅介護支援事業者等との連携 

① 指定福祉用具貸与の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

② サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

13 サービス提供の記録 

① 指定福祉用具貸与の実施ごとに、その貸与の開始日及び終了日、種目及び品名、利用料、

福祉用具の使用状況（修理、点検結果等を含みます。）等についての記録を行うこととし、

その記録はサービス提供の日から５年間保存します。 

② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 

 



14 衛生管理等 

① 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

③ なお、上記の福祉用具の保管又は消毒に係る業務は、㈱ハッピーケアセンター・㈱ルー

ト２１・パラマウントケアサービス㈱・ケアライフメディカルサプライ㈱・小山㈱に委

託して行います。また、当該委託先事業者の業務の実施状況について定期的（概ね６月

ごと）に確認し、その結果等を記録します。 

④ 感染対策指針を策定し感染対策委員会を設置しています。 

⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修と訓練を定期的に実施します。 

  

15 業務継続計画の策定等 

① 感染症に係る業務継続計画及び自然災害に係る業務継続計画を策定しています。 

② 感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1回以上）に行います。 

③ 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練（年１回以上）しま

す。 

 

16 指定福祉用具貸与サービス内容の見積もりについて 

○ サービス内容の見積もりは、「契約書別紙」にて説明いたします。これは、あなたの居宅

サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成し

たものです。 

 

福祉用具専門相談員 

 

氏 名                （連絡先：072-445-4070） 

 

○ 貸与の開始日  令和   年   月   日 

 

その他の費用 

① 交通費の有無 （有・○無）…（     0円） 

② 特別搬出入費

の有無 
（有・○無）…（     0円） 

(1) １か月当りのお支払い額（利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）とその

他の費用の合計）の目安  

お支払い額の目安 円 

※ ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払は、サービス

内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 

※ この見積もりの有効期限は、説明の日から 1ヵ月以内とします。 

 

 

 

 



17 サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定福祉用具貸与に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付け

るための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

1. 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応

じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行なう。 

2. 管理者は、専門相談員に事実関係の確認を行なう。 

3. 相談担当者は、把握した状況をもとに検討を行い、時下の対応を決定する。 

4. 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行なうとともに、利

用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行なう。（時間を要する内容もその

旨を翌日までには連絡する。） 

 

(2) 相談・苦情申立の窓口 

【ハッピーケアセンター相談苦情窓口】 

（福祉用具事業部） 

担当者：石渡 薫 

所 在 地 岸和田市箕土路町 2丁目 13番 30号 

電話番号 445-4070  ﾌｧｯｸｽ番号  445-4071 

受付時間  （月―金）９時から１８時 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合会 

 

所 在 地 大阪市中央区常盤町１－３－８ 

電話 06-6949-5446 ﾌｧｯｸｽ番号 06-6949-5417 

受付時間  （月―金）９時から１７時 

 

18 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月    日 

 

 

上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 26 年大阪府条例第 136 号）」第 8 条の規定に基づき、利用者に説明を行いまし

た。 

 

 

事

業

者 

所 在 地 大阪府岸和田市箕土路町２丁目１３番３０号 

法 人 名 株式会社 ハッピーケアセンター 

代 表 者 名 代表取締役 中島 晃詳                

事 業 所 名 ハッピーケアセンター 

説明者氏名                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

各市町村 相談窓口、苦情対応 

 岸和田市  所在地  岸和田市岸城町７番１号 

保健部  電話番号  072-423-9475 

介護保険課  ファックス番号  072-423-6927 

  受付時間  （月-金） ９時-１７時３０分 

 貝塚市  所在地 貝塚市畠中１丁目１７番１号 

高齢介護課  電話番号  072-423-2151 

  ファックス番号  072-430-4775 

  受付時間  （月-金） ８時４５分-１７時１５分  

 堺市  所在地 堺市堺区南瓦町３－１ 

長寿社会部  電話番号  072-228-7513 

介護保険課  ファックス番号  072-228-7853 

  受付時間  （月-金） ９時-１７時３０分 

 泉大津市  所在地 泉大津市東雲９－１２ 

高齢介護課  電話番号  0725-33-1131 

  ファックス番号  0725-20-3129 

  受付時間  （月-金） ８時４５分-１７時１５分  

 和泉市  所在地 和泉市府中町２丁目７番５号 

高齢介護室 

介護保険担当 
電話番号  0725-99-8131 

  ファックス番号  0725-40-3441 

  受付時間  （月-金） ８時４５-１７時１５分  

 


